
　１．はじめに

　東日本大震災＊１は、既存の法律の有効性を、未曾
有の危機的状況下で吟味せざるを得ないという課題
を投げかけている。
　法律とは、人々が社会生活を営むに当たり、権利
主張の交錯や不当な義務付け等を回避するために設
定された一定のルールである。このルールの実施に
は、一定の予算措置等が講じられる一方で、当該ル
ールに違反した者には各種の制裁を課すことにより、
当該ルールの強制的実効化が図られている。このよ

うに、法律は、強制力を背後に控えた社会統制手段
の一つであるが、法律の存在が今次震災との関係で
注目されるべきは、主に次の２点においてであろう。
すなわち、第一に、法律を執行するための作用（主
に行政作用）を行う権限を付与する規定として＊２、
第二に、当該作用の実施に伴う予算支出の根拠規定
として、である。
　これらの、法律（とりわけ行政法規）に要請される
基本的な機能が、今次震災後に有効に発揮されたか
は、以下の観点から再確認される必要がある。
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　＊１　以下では、これを「今次震災」と略称することがある。
　＊２　行政行為、とりわけ規制行政（市民の権利を制約し、ま

たは義務を課す行政処分）は、法律に根拠がある場合で
なければ、行うことができない（「法律による行政」の
原理）。



　その観点とは、第一に、所定の行政作用（とりわ
け一定の規制等を実施する権力的行政作用）をなす
権限の根拠規定としての有効性を問うものである。
これは、今次震災発生直後の混乱状態の中で、人命
尊重という法律の最優先課題を実現すべく、関連す
る法律が有効に機能しえたかの検証を求めるもので
ある。第二の観点は、津波が引き、余震も収束に向
かい、人命確保の可能性が相当に達成される状態に
移行してからの法律の妥当性如何という点である。
ここでは、所定の行政作用の実施に伴う予算支出の
根拠規定としての法律の側面も、重要になる。具体
的には、この局面では、人々の日常生活支援、その
基盤（住居、コミュニティ、交通インフラ等）の復興
のために、法律に求められるのは何か、また、その
要請に法律が応えられているのかが、問われなけれ
ばならない。
　以下では、第一の観点（２章）、第二の観点（３章）
につき、現時点での情報に基づく概観（既存の法律
を補充する政府等の動向等の確認）を行い、これを
踏まえて、今後の展望を得る（４章）ことにしたい。

　２．震災発生直後の対応：危機管理のための
　　　法・政策システム

　２−１　総説
　震災発生直後は、被災した人々の救命活動、救助
した人々の安全な場所や医院等への搬送、食料・医
薬品運搬のための物流確保等が、緊急の課題となる。
これらの課題のうち、本稿では、（国際交通安全学
会の趣旨に鑑み、交通安全に関する事項として）自
衛隊の災害派遣と緊急車両の展開確保に関する法律
とそれらの運用を、確認する。
　２−２　自衛隊の災害派遣等
　自衛隊の災害派遣は、自衛隊法83条によってなさ
れる。すなわち、災害により発生した被害には、ま
ずは自治体（消防・警察などを含む）や海上保安庁が
対応することとなるが、十分な対応が困難な場合、
（市町村の要求を受けた）都道府県知事、海上保安庁

長官や管区海上保安本部長、空港事務所長等からの
要請に基づき、自衛隊の部隊等が派遣されることに
なる（同83条２項本文＊３）。今次震災の際には、３
月11日18時に発令された「大規模震災災害派遣命令」
により、当該派遣が実施された。
　また、福島第一原子力発電所事故に対応するため、
2011年３月11日には、自衛隊による原子力災害派遣
も実施された。これは、同法83条の３および原子力
災害対策特別措置法に基づく派遣であった。
　これらの派遣がなければ、現地での混乱除去は、
なし得なかったであろう。今次の派遣により、自衛
隊には人的被害が生じたが＊４、混乱の大きさを踏ま
えれば、被害も最小限に止められたというべきであ
る。この意味において、自衛隊の災害派遣等は、関
係法律とその運用の両面において、有効かつ適切に
なされたと評価できるように思われる。
　２−３　緊急車両の展開確保
　緊急車両を被災地に展開するために、まずなされ
たことは、緊急交通路としての高速道路の状況を確
認し、通行帯を確保することであった。具体的には、
道路管理者（高速道路会社）は、その管理する高速道
路につき、道路法等に基づく通行禁止規制を実施し
て緊急点検を行った。同時に、高速道路では、災害
対策基本法＊５に基づき、一般車両の通行が禁止され、
緊急通行車両の通行を確保するため、地震発生の翌
日（３月12日）から３月22日までの間、東北道、常磐
道、磐越道等の一部区間では、片側１車線が緊急交
通路に指定され、緊急通行車両の通行が確保された。
その後、３月22日には、一部の高速道路の区間を除
き、道路交通法の交通規制に切り換えて、緊急通行
車両に加え、大型自動車（大型バス、大型貨物等）等
の高速道路の通行も可能とされた。これにより、大
型自動車等は、緊急通行車両確認標章＊６がなくても
緊急交通路を通行できることとなった。そして、３
月24日には、ほとんどの高速道路における交通規制
は解除されるに至った＊７。
　このように、緊急車両の展開は、３月12日から24
日にかけて集中的になされ、当時の状況下で考えら
れる限りの対応がなされた結果、相応の成果が得ら
れたように思われる。これは、阪神・淡路大震災の経
験を踏まえ、警察庁、各県警本部、各公安委員会に
おいて、迅速な関連法規の執行がなされたからであ
ろう。例えば、公安委員会は、災害応急対策活動の
迅速かつ円滑な推進に資するべく、緊急通行車両で
あることの事前届出制度を設けている。今次震災以
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　＊３　さらに、後述する災害対策基本法68条の２第２項（市町
村長の通知に基づく災害派遣に関する規定）をも参照。

　＊４　福島第１原子力発電所の事故に際して、上空から観測や
消火復旧に当たっていた隊員等が、軽度の放射線被曝を
したことが、報告されている。

　＊５　昭和36年法律第223号。
　＊６　通行規制された高速道路等を利用できる車両であること

を示す標章。
　＊７　金丸和行「東日本大震災直後の緊急　交通路としての高速

道路」予防時報246号（2011年）６頁以下。



前に全国で交付していた届出済証は約31万7,000件
であったが、３月12日から24日の間に交付された標
章件数は、約16万6,000件に上ったとのことである＊８。
この事実は、緊急車両の展開に係る制度が、今次震
災以前から相当に周知されており、かつ、被災後も
当該制度が十分活用されることで、被災地に集結す
る車両間で、いわば適切なマーキングがなされたこ
とにより、無用な交通阻害を回避できたことを意味
するであろう。
　こうして、緊急車両の展開確保については、既存
の法律（に基づく制度）の有効性が確認された。
　さらに秩序だった緊急車両の展開を目指すならば、
以下の点を検討することが考えられる。
　すなわち、第一に、平時における事前届出制度を
さらに活用すべく、広報に努めることが考えられる。
　第二に、緊急車両に対するガソリン補給の体制を
見直す必要がある。これは、緊急車両を実際に被災
地へと迅速に到着させるための体制の再点検を意味
する。今次震災では、被災地でガソリンや軽油が不
足し、緊急車両により医薬品が十分に届けられない
という問題が生じたために、厚生労働省は、全国石
油商業組合連合会などと協議の上、３月19日、医薬
品を運ぶ緊急車両は被災地のガソリンスタンドで給
油量の制限を受けない旨の通知を出した＊９。これは、
被災発生から１週間以上たっての通知であり、それ
までは、医療体制の整備が最も強く要請されていた
にもかかわらず、十分な対応ができていなかったこ
とになる。この経験からは、法制度を適用するため
の実効的措置の整備が課題であることが、明らかに
なろう。これに対処するためには、ここでも、他の
問題群と同様に、上記通知等による運用が、まずは
徹底してなされる必要があるように思われる＊１０。
　第三に、避難車両による緊急交通路の通行許可に
ついて、今次の運用を改めて確認し、不具合があっ
たのであれば、それに所要の対応（法改正等）を加
えることが考えられる。具体的には、次のような事
態の再検討が有用であろう。すなわち、被災民が車
両を用いて避難する場合、当該車両は「避難車両」
となる。この種の車両については、例えば、３月16
日、東日本高速道路は、福島原子力発電所での事故
を受け、緊急交通路に指定されている高速道路であ
っても、避難指示地域から避難する車両を通行可能
にする旨の措置を執った。これにより、避難車両も
高速道路を通行できることになったが、緊急車両が
通行している場合には、その通行を阻害しないよう

な配慮（減速等）が求められ、また、警察官や係員
がいる場合は、その指示に従うものとされた＊１１。
被災地の、とりわけ被災直後の状況下では、避難車
両と緊急車両のいずれに優先通行権を認めるかは、
困難な問題である。そこで、今次の経験を踏まえ、
緊急車両に優先通行権を認めるにせよ、それはどの
ような条件の下であるべきか、その法的枠組につい
て、さらに検討がなされるべきであろう＊１２。

３．震災発生後の継続的対応：震災復興のための
　　法・政策システム

　３−１　総説
　震災発生後の継続的対応は、震災からの復興を目
指したものとなる。これには、実にさまざまな政策
が必要となるが、本稿では、（国際交通安全学会の
趣旨に鑑み、交通安全に関する事項として）瓦礫等
廃棄物の撤去（３−２）、建物に係る現状復帰と再開
発（３−３）について、若干の検討を加えたい。
　３−２　瓦礫等廃棄物の撤去
　瓦礫等廃棄物の撤去は、道路の安全な利用を再開
するために、必須の前提である。この撤去を、如何
なる法律に基づいて行うか、また、それに係る費用
を誰が負担すべきかは、震災直後から議論になって
いた。
　まず、これらの撤去に係る制度枠組を確認すると、
次のとおりである。すなわち、災害に起因する廃棄
物は、市町村の責任の下で処理されるが＊１３、処理
に係る費用については、国庫からの補助を受けるこ
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　＊８　金丸・前掲７頁。
　＊９　2011年３月19日付の各種報道による。
　＊10　日本経団連の「東日本大震災にかかる規制改革要望」

（2011年４月28日）でも、同様の要望がなされている（そ
の「２　運輸・流通分野」参照）。

　＊11　2011年３月17日付の各種報道による。
　＊12　避難車両に係る上記問題にも関連する問題（緊急車両と

しての追加認定を迅速かつ適宜に行うことをも含む）は、
廃棄物収集車両についても生じており、避難車両に対し
てと同様の対処が必要であろう。すなわち、環境省は公
衆衛生の観点のみならず、救援物資を円滑に輸送する観
点からも、道路を塞いでいる災害廃棄物の迅速な処理が
重要と考え、３月14日付で自治体や廃棄物関係団体に対
し処理機材の提供を要請し、続く同月16日、被災地支援
に向かう廃棄物収集車両を優先給油の対象とするよう経
済産業省に要請し、その了承を得た。この結果、ゴミ収
集車やバキューム車なども、食料や水などの救援物資を
届ける緊急車両に準じた扱いを受けることになったとの
ことである（2011年３月17日付の各種報道による）。この
経験を踏まえて、車両相互のマーキングにつき、一般的
な枠組を想定できないかは、検討に値する問題である。



とができる（廃棄物処理法22条）。また、地震と水害
に起因する廃棄物については、「震災廃棄物対策指
針＊１４」と「水害廃棄物対策指針＊１５」が、市町村に
対して、災害廃棄物処理計画を策定することを促し
ている。
　これらを前提とした上で、環境省は、３月25日に
「東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去
等に関する指針」を発した。これは、私有財産であ
る家屋であって、被災したものを、廃棄物と認定し
て撤去等する際の指針である。
　家屋には所有権が及んでいるが、所有権等の財産
権は憲法29条第１項により不可侵なものとされてい
る。そこで、所有権の放棄が確認されない限り、被
災家屋を廃棄物と認めることができないのが原則で
ある。他方で、財産権の内容は、公共の福祉に適合
するように法律で定められ（憲法29条第２項）、私有
財産は、正当な補償の下に公共のために用いること
ができる（憲法29条第３項）ので、被災した家屋等に
係る所有権も、公共の福祉に合致した法律によれば
制限されうることになる。例えば、そうした（憲法
上の要請に沿った）法律上の規定によれば、家屋に
係る所有権の放棄が現になされたかを個別に確認で
きなくても、当該家屋の処分（解体等）をすることも
許容されることになる。今次震災のように、大規模
かつ大量に瓦礫が散乱してしまった状況に対処する
には、こうした対応を可能にする制度の設計が不可
避である。上記の（環境省による）指針は、
ⅰ倒壊した家屋や敷地から流出した家屋は所有者等
の承諾を得ることなく撤去してよいこと
ⅱ家屋が一定の原型を止めていても所有者等に連絡
が取れないときや倒壊等の危険があるときには、
土地家屋調査士等の専門家により建物としての価

値がないと認められた場合には、これを解体・撤
去してよいこと

ⅲ損壊家屋内の動産についても、貴金属類と、アル
バム等個人にとって大切と思われる物を除き、撤
去・廃棄してよいこと

を規定し、そうした作業を行政庁として許容してい
る。確かに、指針で指摘された処分は、憲法の要請
にも適合すると思われるが、「法律による行政」と
いう原理を貫くためには指針という行政法規ではな
く、関連法律の改正で対処することが望ましいであ
ろう。
　こうした原理的問題はあるものの、当該指針によ
り、廃棄物等の撤去は、（制度上は）容易になった。
しかし、撤去に係る費用を誰が分担するかという問
題は、別途、残されていた。
　当初は、私有物の瓦礫は所有権者が自らの負担で
処理するものとされていた。しかし、それでは瓦礫
の撤去が進まないので、「東日本大震災に係る災害
等廃棄物処理事業費国庫補助交付方針」により、国
庫の補助が受けられることになった（廃棄物処理法
２条・６条の２・22条参照）。この結果、現実的な対
応が可能になったと言えよう＊１６。
　３−３　建物に係る現状復帰と再開発
　瓦礫の撤去と同時に行われなければならないのが、
建物に係る現状復帰と再開発である。建物に係る現
状復帰と再開発は、私人の自由な建築行為を一定期
間制限しつつ、被災地の状況に応じた都市計画を徐
徐に実施していくことで、実現されなければならな
い。
　建築制限に関しては、建築基準法39条と84条が、
それぞれ規定している。
　同法39条によれば、地方公共団体は、条例により、
期間の定めなく、住居の用に供する建築物建築を禁
止することができるが、それは「津波、高潮、出水
等による危険の著しい区域」としての「災害危険区
域」に限ってである＊１７。すなわち、同条項による建
築制限は、広範囲にわたり許容されているが、この
制限は「災害危険区域」として認められる地域にお
いて、かつ、（条文の文言解釈によれば）住宅につい
てしか認められないことになる。「災害危険区域」
の範囲を広く認定することは困難かとも思われるが、
岩手県は、同条による建築制限を選択している＊１８。
　他方、同法84条１項によれば、「特定行政庁は、
市街地に災害のあった場合において都市計画又は土
地区画整理法による土地区画整理事業のため必要が
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　＊13　「瓦礫」は、一般廃棄物として、市町村の責任の下で処
理される。

　＊14　平成10年10月、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課。
　＊15　平成17年６月、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策

部廃棄物対策課。
　＊16　ここでも、指針により、実際の行政庁の対応が規定され

ているが、市民の権利義務を制約する処分の通知ではな
いので、許容される。

　＊17　同法39条１項は「地方公共団体は、条例で、津波、高潮、
出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指
定することができる」とし、２項は「災害危険区域内に
おける住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築
物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項
の条例で定める」と規定している。

　＊18　津波で壊滅的被害を受けた同県沿岸部を「災害危険区域」
に指定している。



あると認めるときは、区域を指定し、災害が発生し
た日から１月以内の期間を限り、その区域内におけ
る建築物の建築を制限し、又は禁止することができ
る」。すなわち、この条項の対象は「市街地」であ
り、被災市街地における建築制限が、１月に限り許
容されているのである。こちらの制限は、同法39条
による制限に比べて、所有権等私権を制限する度合
いが低いために、被災地の状況に、より柔軟に対応
しうると思われるところ、宮城県はこちらの制限の
行使を選択している＊１９。しかし権利制約期間が１
月（延長しても最大で２カ月）では、今次震災から
の現状復帰にも、心許なかった。そこで、法改正が
要望されていたところ、「東日本大震災により甚大
な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関
する法律＊２０」により、平成23年９月11日までの間、
（特に必要があると認めるときは、さらに２カ月を超
えない範囲内で）建築の制限または禁止を行うこと
ができるものとされた。これは、時宜を得た法改正
であったと言えよう。
　なお、阪神・淡路後に制定された被災市街地復興
特別措置法＊２１による建築行為等に対する規制も、
適用可能な制度である。すなわち、同法によれば、
災害発生の日から最長２年以内の期間で、被災市街
地復興推進地域における建築行為等の制限をするこ
とができる。もっとも、同法は、家屋所有者による
通常の管理行為等は、規制の対象としていない。ま
た、自己の居住の用に供する住宅または自己の業務
の用に供する建築物の新築、増改築の申請について
は、階数・構造等の要件を満たす申請である限り、
都道府県知事は、これを許可をしなければならない
ものとされており（７条２項）、建築規制の程度は、
さほど強くはない。そのこともあってか、（より強
い建築制限が要請される）今次震災からの現状回復
に際しては、この規制制度は用いられていない。

　４．展望

　４−１　東日本大震災復興基本法の制定
　本年、６月24日には、ほぼ同時期に出された「東
日本大震災復興構想会議」による６月25日付提言
「復興への提言−悲惨のなかの希望−」を受けて、東
日本大震災復興基本法＊２２が制定された。これは、
今次震災からの復興の道筋（その大枠）を示すもので
ある。
　同法では、復興の基本理念が示された上で（同法
２条）、国が東日本大震災からの復興のための施策

に関する基本的な方針（「東日本大震災復興基本方
針」）を定め（３条）、地方自治体は、その「基本理念
にのっとり、かつ、東日本大震災復興基本方針を踏
まえ」た措置を講ずるものとされている（４条）。
　同法では、さらに、復興債の発行（８条）、復興特
別区域制度の整備（10条）、復興庁の設置（24条）等の、
復興に必要な新政策とそのための組織を構成する旨
が規定されている。
　これらは、復興「基本」法という同法の名称から
も容易に想起されるように、今後の施策の基本理念
を示すものに過ぎない。個別の行政権限を明記し、
行政の実施に伴う予算措置をも指示する具体的な法
律の制定は、これからの課題とされているのである。
国会における立法作業の進展が注目される所以であ
る。
　例えば、復興特別区域制度（特区制度）についても、
速やかに法制上の措置を講ずるものとされているに
止まる（10条）。この措置を考えるに当たっては、例
えば、次の宮城県での事例を参考にすべきであろう。
すなわち、宮城県知事は、水産業の復興のために、
民間企業に漁業権を許可する「水産業復興特区」を
創設しようとしたが、従来、漁業権を独占してきた
県漁協は、既得権を失うことを危惧して、これに強
行に反対している＊２３。この事例からは、特区を新
設する場合には、そこで予定されている新たな制度
による受益者と、既得権益を有する者との間の周到
な利害の調整が、特区を新設する前提として極めて
重要であることが明らかになる。最終的には、法律
上の制度として、国レベルでの判断が優先されうる
が、実体を伴った特区を設けるためにも、被災した
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　＊19　石巻市、気仙沼市等６市町の市街地を被災市街地に指定
し、建築制限を実施している。

　＊20　平成23年４月29日法律第34号。
　＊21　平成７年２月26日法律第33号。
　＊22　平成23年６月24日法律第76号。
　＊23　例えば、2011年５月29日や７月28日付各社報道等を参照。
　＊24　復興対策本部は、復興庁が設置される際に廃止され、そ

の機能は復興庁に引き継がれるものとされている（東日
本大震災復興基本法24条の具体化）。

　＊25　土地利用の再編については、第一に、都市計画法、農業
振興地域整備法、森林法等に係る各種手続を、一つの計
画の下で、ワンストップで処理する特例措置を検討すべ
きこと、第二に、権利者の所在や境界等が不明な土地に
ついて、地方公共団体による一時的な土地の管理を可能
にする措置を講じる等、民法上の不在者財産管理制度と
の整合を踏まえつつ土地の適正な利用や境界の明確化を
推進すべきことが、指摘されている。これらの課題への
取組みが、強く期待される。



自治体レベルでの利害調整を早急に行う必要があろ
う。
　４−２　東日本大震災からの復興の基本方針
　その後、７月26日には、復興対策本部から「東日
本大震災からの復興の基本方針」が示された＊２４。こ
れは、（東日本大震災復興基本法３条に基づく）今
次震災からの復興への国の取り組みの基本方針であ
る。
　ここでは、規制権限と予算割付に係る具体的施策
の方向性が示されてはいるが、そのさらなる具体化

が望まれるところである。例えば、「復興特区制度」
の創設は、ここでも言及されているが、その具体的
な構築については触れられていない。本稿の問題関
心（すなわち、国際交通安全学会の趣旨に鑑み、交
通安全に関する事項の法的整理如何）からすれば、
交通インフラの整備（その前提としての、瓦礫等廃
棄物の十分な撤去、および土地利用状況の再編成）
について、如何なる「特区的」政策が導入されるの
かが、注目される。今後の立法動向を見守らなけれ
ばならない＊２５。
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